
第35号の４の３様式 

受付印   

        

    

  高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る

固定資産税の減額申告書 

  

 

  年  月  日 

 

 神戸市長 宛 

 

申告者(納税義務者) 

 
住所又は所在地  

氏名又は名称  

  
個人番号又は

法人番号 
             

電話     ―    ―     

 

 地方税法附則第15条の９第４項又は第５項及び神戸市市税条例第37条の５第１項の規定に基づく高

齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の減額について，同法附則第15

条の９第６項及び同条例第37条の５第３項の規定により，次のとおり申告します。 
 

  
家 屋 の 所 在 地 神戸市    区 

  

家 屋 番 号 
  

床 面 積 
  
  m2 

種 類 
  

構 造 
  

建 築 年 月 日 年  月  日 
改修工事が完了し

た年月日 
年  月  日 

当該改修住宅又は
改修専有部分の特
定居住用部分に居
住している高齢者
等 

氏 名 
改修工事に要した

費用の額(①) 
円 

65 歳 以 上 の 者 

  

地方税法施行令附
則第12条第29項に
規定する補助金
等，居宅介護住宅
改修費及び介護予
防住宅改修費の額
(②) 

円 

要介護認定又は要

支援認定を受けて

いる者 

  

当該改修工事に要
した費用の額から
当該補助金等，居
宅介護住宅改修費
及び介護予防住宅
改修費の額を控除
した額(①－②) 

円 
障 害 者 

  

  

   



 
《同意書（補助金、給付金）》 
 

 神戸市長 宛 

   バリアフリー改修工事費用にかかわる補助金、給付金について関係機関に必要な情報（関係書類①②③④⑦

⑧）を照会することに同意します。 
 

   固定資産税の減額申告者（納税義務者）    

    住所                                           

    氏名                      

補助金、給付金の申請者 

住所                                           

（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修工事住宅 住所）                                

    氏名                     電話     ―     ―        

介護保険の被保険者証をお持ちの方は、被保険者証番号を記入してください。 

 

生年月日  年  月  日  
          

 

《同意書（住民票）》 
 

 神戸市長 宛 

   住民票の必要な情報（関係書類⑤⑥の居住者の要件）を確認することに同意します。 
 

  固定資産税の減額申告者（納税義務者） 

   住所                                                  

   氏名                        性別 男・女  生年月日  年  月   日     

補助金、給付金の申請者 

住所                                                    

氏名                 納税義務者との関係      電話     ―     ―      

＊要介護及び要支援認定者の方は、介護保険の被保険証の写しを提出してください。 

＊障害者の方は、身体障害者手帳、療育手帳等の写しを提出してください。 

 

《関係書類》 

①□ 改修工事後の平面図（住宅の割合及び改修工事箇所が分かるもの） 

②□ 改修工事に係る明細書（当該改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る）  

③□ 写真（当該改修工事が行われた箇所を撮影したもの） 

④□ 領収証（改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの） 

⑤□ 居住者要件に応じた書類    

     ○65歳以上の方…65歳以上の方（翌年の１月１日時点）の住民票の写し 

（上記「住民票」確認に同意された方は不要） 

     〇要介護及び要支援認定者の方…介護保険の被保険者証の写し 

   〇障害者の方…身体障害者手帳、療育手帳の写し 

⑥□ 納税義務者の住民票の写し（上記「住民票」確認に同意された方は不要） 

【神戸市住宅改修助成事業助成制度の適用を受けた場合】 

⑦□ 「住宅改修助成事業助成金交付決定通知兼計算内訳書」 

（「上記バリアフリー改修工事費用にかかわる補助金、給付金の確認に同意された方は不要） 

【居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の給付を受けた場合】 

⑧□ 「補助金等、居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の給付決定を受けたことを確認するこ

とができる書類」（介護保険給付費支給決定通知書） 

（上記バリアフリー改修工事費用にかかわる補助金、給付金の確認に同意された方は不要） 

所得税におけるローン控除用の「租税特別措置法施行規則第18条の21第13項及び第18条の23の2第2項の規定に基

づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類（増改築等工事証明書）」の写を申告書に添付した場合は、以

下の②、④、⑦、⑧の書類は不要。 


